


申告納税制度を採用しているわが国においては、税務

申告書を提出する以上、税務調査は会社にとって避けて

通れないものです。

税務調査は、⑴売上除外、架空経費等の不正計算はな

いか、⑵税務上誤りやすい項目につき、その処理が正し

く行われているか、という点を中心に行われます。⑴の

不正計算の有無についてはともかく、⑵の誤りやすい項

目については、あらかじめその内容を把握・理解してお

れば、事前に会社の側である程度の対応が可能であると

思われます。

そこで本冊子では、税務調査においてよく問題となる

事項や誤りやすい事項を理解していただくため、重要な

４４の事例につき、勘定科目別に、調査の現場における調

査官と会社とのやり取りという形式で解説を行いました。

本冊子が税務調査に対応する方々のために少しでもお

役に立てば幸いです。
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１ 売上の計上基準（１）

⑴ 代金の相当部分（おおむね５０％以上）を収受するに至った日

⑵ 所有権移転登記の申請（その登記の申請に必要な書類の相手方への交付を含みます。）をした日

■２つの売上計上基準を併用する場合
Ａ社は測定機器販売業を営んでおり、商品については出荷基準により売上を計上してきまし

た。しかし、今期から発売した新製品は測定精度が極めて高く、従来の機種と比較して大変デ
リケートなため、相手先に納入後、実際に正しく作動するか確認してもらう必要があります。
また、その価額も従来の製品と比べてかなり高額です。
そこでＡ社は、この新製品についてのみ、出荷基準ではなく検収基準により、売上計上を行

うことにしています。

調査官の指摘

１つの法人につき、２つの計上基準を用いるのは不合理であり、出荷基準か検
収基準かのどちらか一方の基準に統一すべきです。

会社の主張

今回の新製品は、従来の製品とは性能や価額等が全く異なります。したがって、
製品ごとに売上計上基準が異なっても差し支えないと思うのですが。

税務判断のポイント

会社の主張どおり、製品ごとに売上計上基準が異なっても、合理的な理由があれば差し支え
ありません（ただし、継続して適用することが条件となります）。
棚卸資産の販売による収益計上時期は、その「引渡しがあった日」の属する事業年度とされ

ています。この「引渡しがあった日」がいつであるかについては、出荷した日、相手方が検収
した日、検針等により販売数量が確定した日などが挙げられます。一般的には、出荷した日に
収益を計上する基準を「出荷基準」、相手方が検収した日に収益を計上する基準を「検収基準」
などと呼んでいます。
売上計上基準の選択については、それぞれの棚卸資産の種類、性質、販売契約の内容などに

応じた合理的な基準を選択すればよいこととされています。また、法人が販売する棚卸資産の
すべてについて、同一の売上計上基準を採用する必要は必ずしもなく、合理的な理由があれば、
１法人で２以上の異なった売上計上基準を採用しても差し支えありません。ただし、いったん
選択した計上基準は、その後、継続して適用する必要があり、利益調整等のためにこれをみだ
りに変更することは認められません。
なお、「引渡しがあった日」の判定ですが、その棚卸資産が土地等であり、かつ、その引渡
しの日がいつであるかが明らかでない場合には、次の⑴又は⑵の日のいずれか早い日にその引
渡しがあったものとすることができます。

勘定科目 売 上
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２ 売上の計上基準（２）
■販売代価が確定していない場合
３月決算であるＡ社は、業務用冷蔵庫の製造販売を行っており、検収基準により売上の計上

を行っています。しかし、当期（調査対象期）出荷分のうち、Ｂ社から受注した製品について
は、受注時にきちんと値決めをしておかなかったため、その製品の販売対価についてＢ社との
間で話がまとまらず、現在でもその額が決まっていません。
なお、製品の検収は当期末までに完了し、すでにその製品は、相手方で事業の用に供されて

います。
Ａ社は、Ｂ社に対する売上を、販売対価が確定した時点で計上する予定にしています。

調査官の指摘

製品の引渡しは期末までに完了しており、未確定である販売対価については見
積計上してでも、当期に売上を計上すべきです。

会社の主張

製品の引渡しは期末までに完了していますが、販売対価が確定するまでは取引
が完了したとはいえず、販売代価が確定した時点で売上を計上すればよいと思う
のですが。

税務判断のポイント

調査官の指摘どおり、販売対価について見積計上し、当期（調査対象期）に売上を計上すべ
きです。
棚卸資産の販売による収益は、その資産を引き渡した日を含む事業年度において、確定した

販売対価の額を計上しなければなりません。ところが、本事例のように、引渡しは完了してい
るが、その販売対価の額がその事業年度末までに確定していない場合があります。この場合、
その収益は、あくまでもその資産を引き渡した日を含む事業年度において計上し、販売対価の
額については、その資産を引き渡した日を含む事業年度末の現況により適正に見積もった金額
とすることとされています。
なお、期末に見積計上した額が、最終的に確定した販売対価と異なった場合は、その差額は、

最終的な販売対価が確定した日の属する事業年度の益金又は損金の額に算入するものとされて
います。
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３ 仕入割戻し・売上割戻しの計上時期

⑴ その算定基準が販売価額や販売数量によっており、
かつ、その算定基準が相手方に明示されているもの 割戻しの対象となる商品を購入した日

⑵ それ以外の仕入割戻し その仕入割戻しの額の通知を受けた日

⑴ その算定基準が販売価額や販売数量によっており、
かつ、その算定基準が相手方に明示されている場合

割戻しの対象となる商品を販売した日か
相手方に割戻額を通知又は支払った日

⑵ それ以外の売上割戻し 割戻額を通知又は支払った日

■算定基準があらかじめ明示されている場合
３月決算であるＡ社は、当期首から取引を開始したＢ社から仕入割戻しを受けていて、割戻

額はＢ社との契約により、仕入額の２％とされています。
また、仕入割戻しの計算期間は半年ごとで、１月から６月まで（当期に限り４月から６月ま

で）の仕入額に係る割戻しについては８月に、７月から１２月までの仕入額に係る割戻しについ
ては２月に、それぞれ通知を受け、割戻金を受領しています。
Ａ社は、８月と２月に受領した分を、当期の仕入割戻額として処理しています。

調査官の指摘

当期には、期首の４月から１２月分までの仕入額に対応する仕入割戻額しか計上
されていません。１月から期末の３月までの仕入額の２％相当額についても未収
計上すべきです。

会社の主張

現実に、割戻額が当社に通知、入金されるのは８月と２月であり、その時に割
戻額を計上してもよいのではないでしょうか。

税務判断のポイント

調査官の指摘どおり、１月から期末の３月までの仕入額の２％相当額についても、当期の仕
入割戻しとして未収計上すべきです。
仕入割戻しの計上時期は、次のように定められています。

本事例の場合、１月から期末までの仕入額に係る仕入割戻しについては、相手方から通知は
来ていませんが、割戻しの算定基準が明らかにされているため、その期間の仕入額に係る割戻
額を算定することが可能です。したがって、期末において、１月から３月までの仕入額に係る
仕入割戻しの金額を未収計上しなければなりません。
なお、売上割戻しの計上時期は、原則として次のように定められています。

勘定科目 仕入割戻し・売上割戻し
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４ 売上割戻しと交際費等

⑴ 事業用資産 相手方において棚卸資産又は固定資産として販売又は使用することが明らかな物品

⑵ 少額物品 その購入単価がおおむね３，０００円以下の物品

■ゴルフクラブを売上割戻しとして交付した場合
Ａ社は事務用品の卸売業ですが、得意先のＢ社に対し、売上高に応じ売上割戻しを実施して

います。
今回、Ｂ社社長の強い要望もあり、金銭による支払に代えて、売上割戻額とほぼ同額のゴル

フクラブのセット（約３０万円相当）を交付しました。Ａ社は、このゴルフクラブの購入費用な
どその交付に要した費用を売上割戻しとして損金処理しています。

調査官の指摘

売上割戻しと同一の基準で物品を交付する場合、その物品が事業用資産であれ
ば、交際費等に該当しません。しかし、ゴルフクラブは事業用資産とはいえず、
その交付に要した費用は交際費等に該当します。

会社の主張

ゴルフクラブは、相手方であるＢ社の希望により、売上割戻額とほぼ同額の物
品を交付したものです。このゴルフクラブの交付に要した費用は交際費等には当
たりません。

税務判断のポイント

調査官の指摘どおり、ゴルフクラブの交付に要する費用は交際費等に該当します。
売上割戻しと同一の基準で物品を得意先等に交付する場合、その物品が次のようなものであ

る場合には、その物品の交付に要する費用は交際費等には該当しません。

⑴において、交付した物品が事業用資産、すなわち、相手方において、棚卸資産又は固定資
産として販売又は使用することが明らかな物品に該当するかどうかは、その交付をする者（本
事例の場合Ａ社）が、その物品の性格に応じて判断することとされています。
本事例の場合、ゴルフクラブは通常、相手方が固定資産として使用することが明らかなもの

には該当せず、事業用資産とは認められません。したがって、ゴルフクラブの交付に要する費
用は交際費等に該当します。
なお、相手方において固定資産として使用することが明らかな物品の具体例としては、商品

陳列棚、レジスターなどの事業用什器備品、商品運搬用の貨物自動車、従業員が使用する作業
服などがあります。
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５ 棚卸資産の取得価額

⑴ 買入事務、検収、整理、選別、手入れなどに要した費用

⑵ 社内の販売所などへ移管するために要した運賃、荷造費などの費用

■検収・選別・配送に係る費用
Ａ社は数か所の店舗を有して小売業を営んでおり、商品を仕入れる際は本社で一括して仕入

れ、検収・選別を行った後、各店舗へ商品を配送しています。Ａ社はこれらの検収・選別・配
送に係る費用を棚卸資産の取得価額に含めず、支出時の費用として処理しています。
なお、これら検収・選別・配送に係る費用の額は、仕入れた商品の購入代価のおおむね２％

程度です。

調査官の指摘

検収・選別・配送に係る費用についても、商品仕入れに係る費用の一部に該当
します。当然、これらの費用についても、棚卸資産の取得価額に含めるべきです。

会社の主張

検収・選別・配送に係る費用は、少額な費用であり、棚卸資産の取得価額に含
める必要はないと思うのですが。

税務判断のポイント

会社の主張どおり、検収・選別・配送等に係る費用が少額である場合、棚卸資産の取得価額
に含めないことができます。
購入した棚卸資産の取得価額には、その購入代価のほか、これを消費したり販売の用に供す

るためのすべての費用が含まれます。ただし、以下のような、商品を仕入れた後に内部的に発
生した費用で、これらの費用の額の合計額が少額である場合は、棚卸資産の取得価額に算入し
ないことができるとされています。

なお、ここでいう「少額である場合」とは、その棚卸資産の購入代価のおおむね３％以内の
金額とされています。また、その判定は事業年度ごとに、かつ、種類等（種類、品質及び型の
別をいいます。）を同じくする棚卸資産ごとにすることができます。

勘定科目 棚卸資産

8



６ 棚卸資産の評価損

⑴ いわゆる季節商品で売れ残ったものについて、今後通常の価額では販売することができないこ
とが、過去の実績その他の事情に照らして明らかであること。

⑵
その商品と用途の面ではおおむね同様のものであるが、形式、性能、品質等が著しく異なる新
製品が販売されたことにより、その商品につき今後通常の方法により販売することができない
ようになったこと。

■棚卸資産の著しい陳腐化
Ａ社は、子供服の小売業を営んでいますが、期末に大量の在庫を抱えています。その中には、

数年前テレビで大流行したキャラクターがプリントされたＴシャツが大量に含まれています。
このＴシャツについては、商品自体に傷みや変色はありませんが、現在はテレビ放映も終了

して流行遅れとなっており、相当安い価額で見切り販売しなければ売りさばけない状態です。
Ａ社は、このＴシャツにつき、期末に棚卸資産評価損を計上しています。

調査官の指摘

Ｔシャツ自体に傷みや変色がない以上、評価損の計上は認められません。

会社の主張

Ｔシャツ自体に傷み等がなくても、現実には見切り販売しなければならないほ
ど価値は低下しており、評価損の計上は妥当と思われます。

税務判断のポイント

会社の主張どおり、評価損の計上は認められます。
棚卸資産については、災害による著しい損傷や著しい陳腐化（時代遅れになること）が生じ

た場合などには、その棚卸資産につき評価損を計上することが認められています。この「著し
い陳腐化」とは、棚卸資産そのものには物理的な欠陥がないにもかかわらず、経済的な環境の
変化によりその価値が著しく減少し、その価額が今後回復しない状態にあることをいうとされ
ています。「著しい陳腐化」の具体例としては、次のようなものが挙げられています。

なお、⑴でいう「いわゆる季節商品」とは、クリスマスや正月用品などのように一定の季節
でなければ販売できないというような商品ではなく、きわめて流行性が強く、その時期に販売
しなければ、今後流行遅れになり、その後は通常の価額では販売できないような商品をいいま
す。本事例のＴシャツについては、上記の⑴に該当し、陳腐化による評価損が認められるもの
と思われます。
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７ 減価償却資産の取得価額（１）

購 入 価 額……５，０００万円（土地４，９５０万円、建物５０万円）
建物取壊費用……２００万円

■建物付土地を取得し１年以内に建物を取り壊した場合
Ａ社はＢ市に新店舗を開設するためＢ市にある建物付土地を購入しました。購入価額は総額

５，０００万円で、内訳は土地が４，９５０万円、建物が５０万円です。
購入した建物は民家である上相当古く、補修、改造をしてもとても新店舗としては使用でき

るものではないため、Ａ社も最初からその建物を利用しようという意思はありませんでした。
Ａ社は購入した建物を購入後直ちに取り壊し、その土地の上に新たに店舗を建築し、事業の用
に供しています。

Ａ社は、取り壊した建物の除却損５０万円と取壊費用２００万円の合計２５０万円を当期の損金とし
ています。

調査官の指摘

購入された建物付土地は土地を利用するために購入されたもので、建物の除却
損５０万円と取壊費用２００万円の合計２５０万円は土地の取得原価に含めるべきもので
す。除却損及び取壊費用の損金処理は認められません。

会社の主張

当社が必要としていたのは土地部分のみであり、建物は不要であったため除却
したものです。建物の除却損と取壊費用は土地の取得原価に含める必要はありま
せん。

税務判断のポイント

調査官の指摘どおり、除却損及び取壊費用の損金処理は認められません。
法人が建物付土地を購入し、その取得後おおむね１年以内にその建物の取壊しに着手するな

ど、当初からその建物を取り壊して土地を利用する目的であることが明らかであると認められ
る場合には、その建物の取得価額及び取壊費用は、土地の価額に含めなければなりません。
本事例のように、もともと購入した建物を利用する意思がなく、購入した土地に新店舗を建

設するということが明らかな場合、欲しいのはその土地ということになりますので、購入した
建物の取得価額及び建物の取壊費用は、購入した土地の取得価額に算入することになります。

勘定科目 減価償却

10


